
令和８年１月以降に

婚姻された
皆さまへ

厚岸町結婚新生活支援事業

家賃・引越し代・住宅取得費 を

最大６０万円補助 します！

申請期間 令和８年４月１日～令和９年２月２６日

対象世帯 令和８年１月１日～令和９年３月３１日までに婚姻した夫婦

補助金額 裏面フローチャートをご覧ください

対象経費 令和８年４月１日～令和９年３月３１日の間に要した
次の費用の合計に対し補助します

●住宅の新築・購入 … 建物の新築・購入費用

●住宅の賃借 … 賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
※勤務先より住宅手当が支給されている場合は、
手当分を除いた額が対象となります

●引越費用 … 引越業者・運送業者へ支払った費用

●住宅のリフォーム … 修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用
（外構の費用や家電購入・設置費用は対象外）

提出書類

□ 厚岸町結婚新生活支援補助金交付申請書 □ アンケート

□ 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 □ 住民票謄本

□ 所得証明書（夫婦それぞれ１通ずつ）

□ 該当する対象経費について必要な書類

□ 講座等の受講等をしたことが分かる書類（30万円・60万円に該当する夫婦）

●住宅の新築・購入 … □ 住宅の売買契約書または工事請負契約書

□ 領収書等の写し

●住宅の賃借 … □ 住宅の賃貸借契約書

□ 賃借費用の領収書等の写し

□ 住宅手当支給証明書

※支給がない場合でも提出が必要です。

職場で証明を受けて提出をお願いします

●引越費用 … □ 引越費用の領収書の写し

●住宅のリフォーム … □ 工事請負契約書または請書

□ 領収書等の写し

□ 該当する方は必要な書類

●貸与型奨学金を返済している方 … □ 返済した奨学金の額が分かるもの



婚姻日は令和８年１月１日から
令和９年３月３１日までの間ですか？

夫婦ともに厚岸町に定住する意思がありますか？

夫婦ともに厚岸町に住所があり、対象となる住宅が厚岸町内にあり、
夫婦またはどちらか一方の住所がその住宅の住所となっていますか？

夫婦ともに町税等に滞納がないですか？

夫婦ともに暴力団員ではないですか？

夫婦の合計所得金額は500万円未満ですか？

夫婦ともに婚姻日の年齢はいくつですか？

夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助金や、
他の公的制度による住居費の補助を受けていませんか？ ※引越費用を除く

申請から交付までの手順

補助対象になる可能性があり、

上限額は６０万円です※

夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の
返済をしており、年間返済額を控除する
と500万円未満ですか？

補助対象になる可能性があり、

上限額は３０万円です※
補助対象になる可能性があり、

上限額は１５万円です
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29歳以下 39歳以下 40歳以上

申請方法や対象となるか分からない場合など、お気軽にご相談ください

厚岸町総合政策課移住交流推進係 ☎ 0153 – 52 - 3131

支給対象者・支給上限金額フローチャート

申 請 審 査 決 定 請 求

申請書に必要事項を
記入し、必要書類を
添えて提出してくだ
さい

町は提出された書類
を審査し、補助金の
交付可否を決定しま
す

申請者へ交付決定通
知が届きます。通知
書のほか、請求書も
同封しています

請求書に必要事項を
記入し、振込先が分
かるものを添えて提
出してください

※講座等の受講等をすることが必要です


